
11  市報いいやま/09.4 10

飯
山
市
移
住･

定
住
支
援
住
宅

建
設
促
進
事
業

定
住
人
口
の
増
加
・
民
間
業
者
の
経
済
活
動
を
支
援

　
四
季
折
々
の
自
然
豊
か
な
日
本
の
ふ
る
さ
と
飯
山
。
市
で
は
都
会

な
ど
か
ら
移
り
住
ん
で
い
た
だ
く
方
に
補
助
金
の
交
付
等
の
支
援
を

行
い
、
定
住
人
口
の
増
加
と
ふ
る
さ
と
回
帰
に
よ
る
定
住
対
策
、
ま

た
住
宅
建
設
に
よ
る
民
間
事
業
者
の
経
済
活
動
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

補
助
金
額

◇
土
地
開
発
公
社
住
宅
分
譲
地

　
に
建
設
の
場
合

　
　
…
１
５
０
万
円

（
た
だ
し
市
内
に
本
社
の
な
い

建
設
業
者
が
請
け
負
う
場
合
は

１
２
０
万
円
）

◇
民
有
地
に
建
設
の
場
合

　
　
…
１
０
０
万
円

（
た
だ
し
市
内
に
本
社
の
な
い

建
設
業
者
が
請
け
負
う
場
合
は

80
万
円
）

補
助
金
の
交
付
対
象
期
間

　

平
成
21
年
４
月
１
日
～
平

成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
建
設

（
完
成
）
し
た
住
宅

 

個
人
住
宅
建
設
へ
の
支
援

対
象
と
な
る
土
地

　
飯
山
市
土
地
開
発
公
社
住
宅

分
譲
地
ま
た
は
民
有
地
（
上
下

水
道
整
備
区
域
内
に
あ
る
市
長

が
認
め
た
区
域
内
の
土
地
）

住
宅
要
件

　
自
ら
発
注
し
新
築
す
る
住
宅

対
象
と
な
る
方

　
建
設
年
度
に
夫
婦
の
う
ち
ど

ち
ら
か
が
40
歳
未
満
、
ま
た
は

20
歳
未
満
の
子
供
と
実
際
に
同

居
し
て
お
り
、
次
の
①
、
②
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
夫
婦

①
市
外
か
ら
新
た
に
転
入
し
よ

う
と
す
る
夫
婦

②
市
外
か
ら
転
入
し
て
３
年
以

内
で
、
現
在
賃
貸
住
宅
に
居
住

し
て
い
る
夫
婦

 

中
古
住
宅
購
入
へ
の
支
援

対
象
と
な
る
方

　
市
外
か
ら
新
た
に
転
入
し
よ

う
と
す
る
方
、お
よ
び
市
外
か
ら

転
入
し
て
３
年
以
内
で
、
現
在

賃
貸
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
方

補
助
内
容

　
中
古
住
宅
を
購
入
す
る
た
め

に
購
入
資
金
を
借
り
入
れ
た
方

に
、
１
５
０
０
万
円
を
上
限
に

借
入
金
の
２
％
相
当
額
を
２
年

間
補
助
し
ま
す
。（
上
下
水
道

区
域
内
で
市
長
が
認
め
た
区
域

に
あ
る
建
物
に
限
り
ま
す
）

補
助
金
の
交
付
対
象
期
間

　
平
成
21
年
４
月
１
日
～
平
成

24
年
３
月
31
日
ま
で
に
購
入
し

た
住
宅

お
問
い
合
わ
せ

いい
や
ま
住
ん
で
み
ま
せ
ん
課

移
住
定
住
係

☎
�
３
１
１
１ 

内
線
２
５
２

　

飯
山
市
で
は
家
庭
内
で
の
子

育
て
、
高
齢
者
介
護
な
ど
世
代

間
で
支
え
合
っ
て
い
た
だ
こ
う

と
、
親
等
と
同
居
す
る
た
め
の

住
宅
の
新
築
・
増
築
で
借
り
入

れ
る
資
金
の
利
子
の
一
部
を
補

給
す
る「
親
子
等
同
居
住
宅
建

設
応
援
事
業
」を
行
ってい
ま
す
。

◇
支
援
の
内
容
…
親
等
と
同

居
し
よ
う
と
す
る
（
し
て
い
る
）

方
が
そ
の
住
宅
を
新
築
ま
た
は

増
築
す
る
た
め
に
資
金
を
借
り

入
れ
た
場
合
に
、
そ
の
借
入
金

利
子
の
一
部
を
補
給
し
ま
す
。

◇
利
子
補
給
額
…
借
入
金
額

（
残
高・限
度
額
１
０
０
０
万
円
）

の
年
１
％
以
内

◇
利
子
補
給
期
間
…
借
入
当
初

か
ら
3
年
間

※
１　
事
業
年
度
は
22
年
度
ま

で
で
す
。

※
２　
親
等
と
は
60
歳
以
上
と

な
る
父
母
・
祖
父
母
等
の
親
族

を
い
い
ま
す
。

※
3　
同
居
す
る
親
等
が
住
宅

を
新
築
・
増
築
す
る
場
合
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
い
い
や
ま
住
ん
で

み
ま
せ
ん
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

親
等
と
同
居
す
る
若
い
世
代
の
定
住
を
支
援

親
子
等
同
居
住
宅
建
設
応
援
事
業

　市では「空き家バンク」制度を開設しています。この制
度は市内の使用されていない住宅・宅地等を所有者の
方から登録をしていただき、物件の購入・賃借を希望す
る方 へ々市から空き家情報を提供するものです。

①賃貸・売却物件の登録　「空き家バンク登録申込
書」へ必要事項を記入のうえ、市役所いいやま住んで
みません課へ提出してください。

②現地確認　市担当者と宅建協会担当者が現地調査。

③空き家情報の提供　調査の結果、適正な物件と
認められると空き家バンクに登録され、市ホームペー
ジ・市窓口で情報提供を行います。

④物件の交渉　物件の申し込みがあると宅建協会の仲
介により交渉。（法律に基づく仲介手数料がかかります）

「空き家バンク」制度のご活用を

「空き家バンク」への空き家情報登録の流れ

詳しくは、いいやま住んでみません課まで。

所得段階 保険料年額 対象者

第1段階 2 万 4,840 円
生活保護受給者または老齢福祉年金受
給者で、本人および世帯全員が住民税
非課税の方

第 2 段階 2 万 9,880 円
本人および世帯全員が住民税非課税で、
前年の合計所得金額と課税年金収入額
の合計が 80 万円以下の方

第 3 段階 3 万 7,320 円 本人および世帯全員が住民税非課税で、
第２段階以外の方

第 4 段階
軽減対象 4 万 7,880 円

第４段階となる方のうち、本人の前年の
合計所得金額と課税年金収入額合計が
80 万円以下の方

第 4 段階 4 万 9,800 円基準額。住民税課税者がいる世帯で、
本人が住民税非課税の方

第 5 段階 6 万 2,280 円 本人が住民税課税で、前年の合計所得
金額が 200 万円未満の方

第６段階 8 万 2,800 円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金
額が 200 万円以上 350 万円未満の方

第 7 段階 9 万 9,600 円 本人が住民税課税で、前年の合計所得
金額が 350 万円以上の方

　介護保険の給付実績と今後の給付予測を基に国
が定める負担割合から算出された、平成 21～ 23
年度までの介護保険料年額が決まりました。【右表】
　個人の保険料年額の確定は平成 20 年の所得確
定後にお知らせします。それまでの期間は保険料の納
入額が分散されるように 20 年度の保険料（19 年
の所得）を基にした金額を仮徴収させていただきます。
お問い合わせ
　保健福祉課 高齢者介護保険係
　☎ 62 －３１１１ 内線 184

介護保険料の内訳

20％ 30％ 12.5
％

12.5
％ 25％

65歳以上の
方の保険料

40～64歳の
方の保険料

飯山市
の負担

長野県
の負担 国の負担

公費（税金）保険料

平成 21年度の
介護保険料年額が決まりました

 

５
月
は
収
納
強
化
月
間

納
期
限
内
の
納
税
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
税
の
滞
納
は
、
市
の
事
業

や
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
上
で

大
き
な
障
害
と
な
り
ま
す
。

　

5
月
は
出
納
閉
鎖
前
収
納

強
化
月
間
と
し
て
、
未
納
者
の

お
宅
に
市
職
員
が
訪
問
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

税
の
公
平
性
確
保
の
た
め
、

悪
質
な
滞
納
者
に
対
し
て
は
、

動
産
・
不
動
産
・
預
貯
金
な
ど

の
財
産
や
、
債
権
、
給
与
等
の

差
し
押
さ
え
な
ど
、
毅
然
と
し

た
姿
勢
で
滞
納
処
分
を
進
め
て

い
き
ま
す
。
納
め
忘
れ
が
な
い

よ
う
、
も
う
一
度
、
納
付
書
や

口
座
の
残
額
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
納
期
限
内
の
納
税
に
一
層

の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
収
税
係

　
☎
�
３
１
１
１

　
　
内
線
１
６
３
、１
６
６

　毎月最終日曜日、市役所の日曜納税窓口で
市税を納税していただけます。また上下水道使
用料等、料金の支払いもご利用いただけます。
　4 月、5 月の予定は以下のとおりです。
　・実施日　　4 月26 日、5 月31日
　・場　所　　市役所 1階　税務課窓口
　・時　間　　午前 8 時 30 分～午後 5 時

日曜納税窓口のご案内

地域の 花づくり 活動をお手伝いします
　市と市景観形成推進協議会では、公共用地など
に花壇づくりを行うグループを次のとおり支援します。
（お申し込みは下記のうち、どちらか１つのみと
なります）

 ①花と緑のふるさとづくり事業（花苗の配布）

●対象者　区有地や沿道等に花壇づくりを行う団体
　　　　 （区、活性化委員会、有志グループなど）
●配布花苗　宿根草（数種類）
●配布数  １団体 100 株程度
●配布予定日　5 月31日（日）
●申込期限　５月8 日（金）

●対象者　上記の対象者と同じ
●補助額　対象経費の２分の１以内（2 万円限度）
●対象経費　花苗、肥料用土、農薬代（用具・鉢代・人
　　　　　　件費等は対象外）
●申込期限　５月22 日（金）

 ②花修景活動地域支援事業（花壇づくり費用の補助）

　いずれも、お申し込みを希望される場合は、申請書の提
出が必要ですので、下記までご連絡ください。
お問い合わせ・お申し込み
　市役所都市計画課住宅・公園景観係
　　☎６２－３１１１　内線 241、244


